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　要　約

　日常的な運転経験を有する 337 名を対象に飲酒運転に対する態度を尋ねる質問紙調査を実施し

た．調査に際しては，回答者の認知判断傾向を測定可能な性格特性尺度に関する質問を合わせて

行った．調査の結果，自身の努力が行動の結果を左右すると考える傾向が高い回答者は，他者の

飲酒運転を制止する意思をより強く持つ一方，悲観的な思考傾向が強い回答者は他者の飲酒運転

を注意することを躊躇する傾向を持つことが示された．今後は，これらの結果に基づき，飲酒運

転に対し甘い認識を持つ周辺参加者の態度や行動を変容させるための交通安全プログラムの開発

を行う必要があるものと考える．

キーワード： 飲酒運転，周辺参加者，性格特性

　1．はじめに

　一般に嗜好品としてわれわれの日常生活にも広く浸透しているアルコール飲料は，中枢神経系

に対し抑制的に作用し，多様な向精神作用をもたらす．アルコールの摂取は，たとえそれが少量

であったとしても，人間の心身機能に影響を及ぼし，目的達成行動を阻害することが知られてい

る［1］［2］．特に，正確かつすばやい反応が要求される自動車運転場面においては，その影響は非

常に大きく，他者の生命にかかわる重大な事故を誘発するとして，アルコールの影響下での運転

は道路交通法により厳しく禁じられている．しかしながら，飲酒運転を原因とする重大交通事故

の発生は後を絶たず，多くの人命が違法な飲酒運転により失われている［3］．

　飲酒運転に対する社会的認知は近年厳しさを増し，1999 年 11 月に東名高速道路東京インター

チェンジ付近で起きた大型トラックによる飲酒運転事故によって幼児 2 名を死亡させた事件を一

つの契機として，マスコミにより飲酒運転防止キャンペーンが展開されることになった．このよ
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うな背景により，2001 年の刑法改正により危険運転致死傷罪が新設され，これまで故意がない

として業務上過失致死傷により処理されてきた飲酒運転に伴う交通事故事犯に対し，（他の傷害

事件と同等の）故意性を認定し，最高懲役 20 年の刑罰を下すことを可能とした．さらに 2002 年

の道路交通法施行令改正により，飲酒運転の罰則が強化され（「2 年以下の懲役または 10 万円以

下の罰金」から ｢3 年以下の懲役，または 30 万円以下の罰金 ｣），飲酒運転の認定基準も厳格化

された（酒気帯び運転の認定基準を，呼気 1 リットルあたり 0.25mg から 0.15mg に引き下げ

た）．

　このような法規制による厳罰化と，それに伴う取締りの強化，さらにはテレビコマーシャル等

の飲酒運転禁止のキャンペーンにより，飲酒運転事故件数は減少してきており，2000 年の

26,280 件をピークとし．2005 年には 13,875 件まで減少した．総交通事故件数に占める飲酒事故

の比率も 3％（2000 年）から 1.6％（2005 年）と約半減するなど，一連の取り組みにより一定の

効果が上げられた（図 1 に飲酒運転交通事故件数及び飲酒運転死亡事故件数を示す）．

　しかしながら．2003 年以降，飲酒事故件数および死亡事故件数の減少はその速度を緩め，法

改正を伴う飲酒運転防止の社会的な取り組みが一種の停滞期に入り込んでしまったことが指摘さ

れていた．その様な状況において，2006 年 8 月に福岡海ノ中道大橋において幼い子ども 3 名が

犠牲となる飲酒運転死亡事故が発生し，事故後に被害者の救済もせず，大量の水を飲むことで飲

酒事実の発覚を免れようとした加害者の悪質性もあり，再度飲酒運転に対する厳しい社会的な批

判が巻き起こることとなる．世論の盛り上がりを背景に，2007 年 9 月の道路交通法改正施行に

より，飲酒運転に関する罰則が再度強化された（酒酔い運転「5 年以下の懲役又は 100 万円以下

の罰金」，酒気帯び運転の罰則「3 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」）．また，この改正にお

図 1　飲酒運転交通事故件数及び飲酒運転死亡事故件数

（平成 23 年度内閣府交通安全白書より作図）
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いては，飲酒運転をするおそれのある者に車両やアルコールを提供した者，飲酒運転の車両に同

乗したり，それを依頼したりした者などの，いわゆる飲酒運転に対する周辺者（周辺的参加者）

に対しても道路交通法において直接処罰されることが明確化されることとなった（車両提供者に

関しては飲酒運転当事者と同等の罰則，酒類提供者，同乗者に関しては，飲酒運転案件において

「3 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金」，酒気帯び運転案件において「2 年以下の懲役又は 30

万円以下の罰金」）．危険運転致死傷罪のほう助に関しても，その適用が厳格化されてきており，

2008 年 2 月埼玉県で起きた 2 名が死亡，7 名が負傷した飲酒運転交通事故に際し，当事者（事故

を起こした運転者）がアルコールの影響で正常な運転が困難であることを認識しながら，運転を

了解し，制止することなく黙認を続けたとして，2 名の同席者に危険運転致死傷ほう助罪が適用

され，2013 年最高裁判所において懲役 2 年の実刑が確定している．法改正や再度の飲酒運転防

止キャンペーンが奏功し，2006 年以降再び飲酒運転事故数および死亡事故件数は再び減少基調

を取り戻した．しかしながら，2009 年度以降はこれらの取り組みの効果も薄れ（厳罰化やキャ

ンペーンに対する心理的な“慣れ”がその主因であろう），飲酒運転防止の取り組みは再度停滞

期に入ってしまっている．

　飲酒運転による重大事故の発生を今後より一層低減させていくためには，運転者の交通安全意

識の向上が重要となる．一般に，「少しのお酒なら気をつけて運転すれば大丈夫」という飲酒運

転に対する正確さ・厳格さにかける認識が，多くの飲酒運転事故の契機になっているとされてい

る．アルコールの摂取が運転者の心身機能にどのような影響を及ぼすのか実験心理学的手法を用

いて定量的に検討し，それが自動車運転上の危険にどのように関連するのかを解明する，さらに

はそれらの結果を広く一般に知らしめることにより，社会全体の飲酒運転の危険性に対する正し

い意識付けを促進することが可能となる．このような認識に鑑み，筆者らはアルコール摂取が認

知判断機能，特に安全で正確な自動車運転に必要不可欠である注意配分の機能にどのような影響

を及ぼすのかを，実験心理学的な手法を用いて検討してきた［4］［5］．これらの検討においては，

近年の認知科学の進展に伴い開発された多様な注意課題（例えば，inattentional blind,  

attentional blink, inhibition of return, multiple object tracking, attentional network test等）

を用い，たとえ酒気帯び運転規制値前後（呼気中アルコール濃度 0.15mg/L）の軽微な飲酒で

あっても，課題遂行に深刻な影響を及ぼすことがあることを見出している．例えば，中村（2007）

では，多様な認知操作を同時に行う必要に迫られる自動車運転場面を念頭に，単純検出課題（提

示される視覚刺激を検出し，できるだけ早く反応する課題）と，速度見越し課題（不可視の運動

対象の目標地点到達タイミングを外挿予測させる課題）とを同時に被験者に課す二重課題状況を

用いて，軽微なアルコール摂取状況下での注意配分を検討した［6］．心理実験の結果，単純検出

課題に比して速度見越し課題成績の悪化の程度が顕著であり，注意の過渡的な成分（注意の

orientation にかかわる機能）よりも，持続的な成分（monitoring に関わる機能）の方が飲酒

の影響を受けやすくなることが確認された．これは，運転場面に置き換えるならば，飲酒運転状

況下において，たとえ飛び出し等の突発事象に対する反応が適切に行えたとしても，正確な車線
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保持や車間距離維持が困難となることを示唆している．また，Seno & Nakamura（2013）にお

いては，アルコール摂取が注意判断課題のみならず，視覚刺激運動に伴う自己運動知覚にも大き

な影響を及ぼすことを見出している［7］．この結果は，アルコール摂取が注意等の高次の認知活

動のみではなく，比較的低次な運動知覚をも変容させうることを示している．いうまでもなく，

外部環境と自己との相対的な位置・運動関係を正しく認識することは，正確で安全な自動車運転

に必要不可欠な事項であり，認知・判断レベルだけではなく，知覚レベルにおいてもアルコール

摂取が自動車運転の安全性を損なう危険性を有することを指摘することができる．

　今後は，飲酒運転の危険性をアルコール摂取時の認知機能の低下を実証的に示すデータをさら

に多様な課題条件下で蓄積するとともに，それらの知見に基づいた交通安全教育プログラムを開

発することが重要となる．学習心理学領域においては，教育方法（処遇）は，学習者の学力や態

度，興味・関心（適性）に応じて適切に設定されなければならないと考える適性処遇交互作用

（Aptitude Treatment Interaction: ATI）の考え方が広く受け入れられている［8］．交通安全教

育においても，参加者の適性に応じた最適なプログラムが用意されなければならない．そこで本

研究では質問紙調査を実施し，回答者の飲酒運転に対する心的態度を計測すると同時に，交通行

動に関連が深いと考えられる性格特性を計測し，両者の間の関連について検討を行うこととす

る．端的に表現するならば，「飲酒運転に対して甘い認識・態度を持つ傾向のある回答者に特有

の性格特性が存在するのか否か」が本研究の問いとなろう．その際，先述の道路交通法施行規則

改正に含まれている「飲酒運転周辺者」の概念を採用し，当事者として飲酒運転を行わないか否

かを問うのみではなく，周辺的参加者として飲酒運転を制止することができるか否かをも問うこ

とにより，より広い視点から「飲酒運転に対する態度」を検討することが可能となると考える．

　2．調査

　2．1　方法

回答者：生涯学習講座に参加した，日常的な運転経験を有する者（愛知県在住）を対象に，質問

紙調査を行った．講座の開始時に質問紙を配布し，事後に回答の後，提出を求めた結果，378 名

から回答を得た（回収率は約 60％であった）．性格特性尺度に対する回答の分散が 0 となってい

る者，欠損データを含む者を除外し，最終的に 337 名の回答者を得た（19 歳～ 68 歳，男性 107

名，女性 230 名）．

質問紙構成：　質問紙は，フェイスシート，飲酒運転関連項目，性格特性関連項目の 3 部から構

成されていた．フェイスシートでは，回答者の年齢，性別，運転経歴を尋ねた．飲酒運転関連項

目では，①飲酒運転経験（「あなたは飲酒運転をしたことがありますか？」　「有り」の場合はそ

の頻度と最終経験），②飲酒運転黙認経験（「人の飲酒運転を黙認したことはありますか？」　「は

い」の場合は対象者を「家族」「友人」等の選択肢から選択回答），③飲酒運転依頼経験（「人に

飲酒運転をするように頼んだことはありますか？」「はい」の場合は対象者を「家族」「友人」等
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の選択肢から選択回答），④飲酒運転注意企図（「人が飲酒運転をしようとしたとき，注意するこ

とができますか？」　「いいえ」の場合，その理由について「自己責任だから」「その場の雰囲気

を壊したくないから」「さほど悪いことではないから」などの選択肢から選択回答）の 4 つの質

問を行った．

　性格特性関連項目は，人間がある行動を行う，もしくは行わないといった判断を行う際の特性

を反映する認知判断傾向を計測可能な心理尺度を採用した．今回の調査においては① Locus of 

Control 尺度（18 項目，4 件法［9］），②認知的熟慮性―衝動性尺度（10 項目，4 件法［10］），③楽

観主義尺度（12 項目，4 件法；楽観項目と悲観項目とで構成［11］）の 3 尺度を用いた．Locus of 

Control 尺度は，自分の能力や技能によって行動の結果がコントロールされるという信念（内的

統制），もしくはその反対に，行動の結果が運や他者などの外的要因によって決定されるという

信念（外的統制）の強さを計測する尺度である（項目例：「あなたは，努力すれば，立派な人間

になれると思いますか」「あなたの人生は，運命によってきめられていると思いますか（逆転項

目）」）．Locus of Control 尺度得点（以下，LOC 得点）が高いほど内的統制傾向が強く，低いほ

ど外的統制傾向が強いことを示す．認知的熟慮性―衝動性尺度は，ある判断を行う際に，より多

くの情報を収集したうえで慎重に結論を下すのか，それともある程度の情報で早急に結論を下す

のかといった，熟慮性―衝動性の程度を判定するための尺度である（項目例：「何でもよく考え

てみないと気が進まないほうだ」「よく考えずに行動してしまうことが多いほうだ（逆転項目）」）．

認知的熟慮性―衝動性尺度得点（以下，熟慮性得点）が高いほど熟慮性が高く，低いほど衝動性

が高いと判断される．楽観主義尺度は，こうありたいと思う理想の自己と現実の自己との乖離

を，努力によって克服することができると考える傾向を測る尺度である（項目例：「結果がどう

なるかはっきりしないときは，いつも一番良い面を考える（楽観）」「自分に都合よくことが運ぶ

だろうなどとは期待しない（悲観）」）．楽観主義的傾向の強さを示す楽観主義得点と，悲観主義

的傾向の強さを示す悲観主義得点の 2 得点が算出される．

　2．2　結果と考察

　表 1 に飲酒運転関連質問項目（飲酒運転経験，飲酒運転依頼経験，飲酒運転黙認経験，飲酒運

転注意企図：以降，飲酒運転，依頼，黙認，注意とする）に対して，それぞれ「はい」もしくは

「いいえ」と回答した回答者数を示した．3 割程度の回答者が飲酒運転経験ありとしている．ま

た，飲酒運転を黙認した経験も 5 割程度の回答者が有しているが，約 8 割の回答者が今後飲酒運

転に対する注意を行うことを表明しており，周辺的な飲酒運転事態に対する態度が変化してきて

いることが示されている．飲酒運転を依頼した経験を有する回答者は 5 名と極端に少なかった

（以降の分析から依頼に関する回答を割愛する）．飲酒運転の黙認を行った対象としては，家族や

友人など，比較的身近で私的な関連を持つ相手である場合が多く，同僚や上司など，公的な関連

を持つ人間に対する事例は少なかった．また，今後他者の飲酒運転を注意しないと回答した者が

その理由として選択した項目には，良好な人間関係の維持に関連するものが多く，多くの回答者
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が飲酒運転の注意による人間関係の悪化を恐れていることが理解できる（他者の飲酒運転を黙認

する理由に関しては，別の機会に詳細に分析を行うこととする）．

　表 2 ～ 4 に，飲酒運転，黙認，注意の 3 飲酒運転関連項目間のクロス集計結果を示す．飲酒運

転と黙認の間のクロス集計においては，回答者数の有意な偏りが存在し，自身が飲酒運転を経験

している回答者の方が，飲酒運転を黙認した経験をより高い確率で保持している（χ 2（1）＝  

38.89．p ＜ .001）．この結果は，過去における回答者の飲酒運転関連行動に対する態度・行動に

ある程度の一貫性が認められることを示している．一方，飲酒運転×注意，黙認×注意のクロス

集計においては，有意な偏りは認められなかった（それぞれ，χ 2（1）＝ 0.65．1.07，ともに

n.s.）．すなわち，将来において他者の飲酒運転を注意する意図を持つか否かに対する回答と，

自身が飲酒運転をおこなった，もしくは他者の飲酒運転を黙認したという過去の経験に対する回

答の間には有意な関連が存在しない．特に，過去に飲酒運転を黙認した回答者の 8 割以上は，他

者の飲酒運転に対する注意を今後行うという意思を表明しており，過去の飲酒運転関連行動とは

独立した形で将来の飲酒運転に対する態度が形成可能であることが示唆された．

表 1　飲酒運転関連項目に対する回答

は　い いいえ

飲酒運転 102 235

依　　頼 5 322

黙　　認 188 149

注　　意 301 36

表 2　飲酒運転×黙認

黙　認

は　い いいえ

飲酒運転
は　い 83 19

いいえ 105 130

表 3　飲酒運転×注意

注　意

は　い いいえ

飲酒運転
は　い 89 13

いいえ 212 23

表 4　黙認×注意

注　意

は　い いいえ

黙　　認
は　い 165 23

いいえ 136 13
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　表 5 に，飲酒運転関連質問項目（飲酒運転，黙認，経験）に対する回答（「はい」もしくは

「いいえ」）により回答者を群化し，4 種の性格特性尺度得点（LOC，熟慮性，楽観主義，悲観主

義）の平均値を算出した結果を示す．対応のない t 検定を用いて群間に性格得点に有意な差が存

在するか否かを検討したところ，今後他者の飲酒運転を注意すると回答した群（「注意」―「は

い」）は，そうではない群（「注意」―「いいえ」）と比して，有意に LOC 得点が高くなること

が示された．より高い LOC 得点は，自分の努力によって行動の結果を変えることが可能である

と考える傾向である内的統制感がより強いことを示している．より高い内的統制感を持つ回答者

は，自身の努力（飲酒運転防止のための説得や注意）により，他者の行動を変容させる（飲酒運

転を断念させる）ことが可能であると考える傾向が強く，飲酒運転につながる場面に遭遇した想

定においては，自分の行動で他者の危険な行動を諌止する選択を行うとの表明をしたのではない

かと考えられる．一方，外的統制傾向が高い（LOC 得点が低い）回答者においては，自己の努

力が行動の結果に及ぼす影響が少ないと考える傾向が強く，端的に表現するならば「この人が飲

酒運転を行おうとしているのを，私が諌めても無駄である」との思いから，飲酒運転を注意する

という行動を選択しなかったのではなかろうか．このタイプの者には，説得的コミュニケーショ

ンが他者の行動を大きく変容させることが可能であることを示す心理学的研究の成果蓄積を援用

しつつ（例えば［12］），自身の関与がいかに有効に飲酒運転の危険性を低減可能であるのかを教示

することが重要であると考える．

　また，過去において他者の飲酒運転を黙認した経験がないと回答した者（「黙認」－「いいえ」）

は，そうした経験を持つ回答者（「黙認」－「はい」）に比して，有意に楽観主義得点が高い．同

様に，今後他者の飲酒運転を注意可能であるとした回答者（「注意」－「はい」）は，そうではな

い回答者（「注意」－「いいえ」）と比較して，有意に悲観主義得点が低いことが示されている．

この結果は，楽観主義的思考傾向を持つ者は悲観主義的思考を行う者に比べ，過去の経緯におい

ても将来の想定においても，他者の飲酒運転を諌止する行動傾向が高いことを示している．飲酒

運転が非常に悲惨な結果を引き起こしかねない行動選択であることを考えると，上記の結果は一

表 5　飲酒運転関連質問項目に対する回答ごとの性格特性尺度得点平均値

LOC 得点 t 値 熟慮性得点 t 値 楽観主義得点 t 値 悲観主義得点 t 値

飲酒運転
は　い 49.35（5.51）

1.37
26.97（5.14）

0.36
12.5   （2.47）

0.94
8.75（1.74）

0.65
いいえ 50.38（6.61） 27.17（4.66） 12.77（2.31） 8.89（1.81）

黙　　認
は　い 49.65（6.46）

1.36
26.73（4.61）

1.63
12.46（2.33）

2.00*
8.77（1.72）

0.93
いいえ 50.59（6.09） 27.59（5.11） 12.97（2.39） 8.95（1.87）

注　　意
は　い 50.52（6.16）

3.89**
27.13（4.95）

0.19
12.75（2.33）

1.55
8.78（1.79）

2.02*
いいえ 46.28（6.34） 26.97（3.39） 12.11（2.57） 9.42（1.66）

注：括弧内の数値は各尺度得点の標準偏差を示す．回答群間でｔ検定を実施し，その結果を表内に付記して

いる（すべての検定において自由度は 335）．

　　** は 1％水準で，* は 5％水準で回答群間に有意な尺度得点の差が存在することを示す．
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見矛盾しているかのように考えられる（悲観主義的な思考傾向を持つ者は，飲酒運転の危険性を

より重大にとらえるがゆえ，自身が積極的に関与することにより他者のそのような行動選択を阻

害すると想定することができる）．上述したごとく，他者の飲酒運転を注意することに困難を感

じると回答した者の多くは，その理由として，飲酒運転の注意によりその後の人間関係が悪くな

る危険性を上げている．悲観主義的な者は，以降の人間関係の悪化を恐れる傾向が楽観主義的な

者よりも強く，他者の飲酒運転を注意することを躊躇するのではないであろうか．そのような場

合には，飲酒運転の危険性を啓蒙する状況において，合わせて効果的な説得的コミュニケーショ

ンの技法に関しても講習を行うのがよかろう．

　3．まとめと展開

　生涯学習講座受講者 337 名を分析対象とした質問紙調査により，飲酒運転に対する態度と回答

者の認知判断傾向にかかわる性格特性との関連を検討した．調査の結果，内的統制感が高い者，

すなわち，自分の能力や技能によって行動の結果がコントロールされると考える傾向が高い回答

者は，他者の飲酒運転を制止する意思をより強く持つ一方，悲観的な思考傾向が強い回答者は他

者の飲酒運転を注意することを躊躇する傾向を持つことなどが示された．今後は，これらの結果

に基づき，それぞれの人の心的特性に合わせた交通安全プログラムの検討を行う．

　今回の調査においては，飲酒運転関連場面を想定し，回答者に行動（の意思）を選択させる方

法で調査を行った．しかしながら，芳賀（2010）は軽微なアルコール摂取が状況のリスク判断に

影響を及ぼす可能性を指摘しており［13］，通常状態とアルコール摂取状態とで状況判断，および

それに起因する行動選択が異なったものとなる可能性は十分に考慮しなければならない．回答者

を追跡可能な形での調査実施を行うことにより，調査結果と飲酒運転関連行動の実態との関連に

関し，継続的に検討を行うことが望まれる．
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